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別紙第１

職 員 の 給 与 に 関 す る 報 告

報告の概要

（官民の給与の比較）

本院は、国家公務員の給与水準に関して、国家公務員法に定める情勢適

応の原則に基づき、毎年、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準

と均衡させること（民間準拠）を基本に勧告を行ってきている。近年の公

務員給与は、民間企業の厳しい経営環境を反映して、平成１１年以降５年連

続で特別給（ボーナス）の年間支給月数が対前年比でマイナスとなり、平

成１４年以降２年連続で月例給の引下げとなったが、昨年は、景気の回復傾

向を背景として、月例給、特別給ともに、前年の水準が維持された。

本院において行った本年の春季賃金改定後の民間企業の給与実態調査に

おいては、ベースアップを実施している事業所は昨年より少なくなってい

たが、定期昇給の停止、賃金カットのような厳しい給与抑制措置を実施し

ている事業所も減少していた。一方、本年４月に支払われた国家公務員の

給与水準は、昨年より若干増加しており、本年４月に支払われた月例給に

ついて行った官民の比較の結果では、公務員の月例給が民間を１，３８９円

（０．３６％）上回っていることが明らかとなったことから、これに見合うよ

う月例給の引下げを行うこととした。

月例給の配分については、本年の官民の給与較差の大きさ等からみて、

月例給の中心である俸給の改定を基本とすることとし、併せて扶養手当を

引き下げることとした。
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一方、特別給については、民間の支給状況をより迅速に反映させるため、

昨年から民間の特別給の前年冬と当年夏の１年間の支給実績を調査するこ

ととしているが、本年は、昨年冬からの民間企業における特別給の好調な

支給状況を反映して、民間の年間支給割合が公務員の年間支給月数を上回

ることとなったことから、０．０５月分特別給の引上げを行うこととした。

これらにより、職員の年間給与は、４千円程度減少することとなる。

（給与構造の改革）

国家公務員の給与については、国家公務員法と一般職の職員の給与に関

する法律により、職務給の原則、成績主義に則って実施すべきものとされ

ているが、現実には、長期継続雇用を前提として、年功的な給与処遇がな

されてきた。近年、民間企業においては、限られた人件費を従業員の職務

や成果に応じて適切に配分しようとする能力主義、成果主義等による賃金

制度が浸透してきており、公務においても、厳しい財政事情の下、民間と

同様に、給与の年功的上昇を抑制し、職務・職責と実績を十分に反映し得

る給与システムを構築することが不可欠となっている。

また、国家公務員の俸給は、東京を含む全国平均を基礎としてその水準

が設定されていることから、地方においては、国家公務員の給与が地域の

民間企業、特に地場の民間企業の賃金水準より高くなっている地域が生じ

ており、現在のような俸給と地域給の配分の在り方については、抜本的な

見直しが求められてきている。

これらの国家公務員の給与を巡る諸問題について、本院は、昨年夏の勧

告時に検討の方向性を示した上で、さらに、民間給与の実態を調査し、全

国各地で有識者、企業経営者などから広く意見を聴取するとともに、各府
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省の人事当局や職員団体からきめ細かく意見聴取を行いつつ検討を進めて

きた。

その結果、本年は、俸給制度、諸手当制度全般にわたる改革について、

具体的な措置の内容、完成までのスケジュール等の全体像を示すとともに、

平成１８年４月から実施すべき法律事項について勧告することとした。改革

は、地域間の配分の適正化を図るための俸給水準の引下げ、年功的な給与

上昇を抑制する給与構造への転換などを柱としており、具体的な措置の概

要は、次のとおりである。

盧　俸給水準の引下げ、地域手当の支給等

国家公務員の基本給（俸給）は、民間の全国平均の水準を基礎に定め

られているため、民間賃金が全国平均より低い地域では、公務員の給与

が地場企業の賃金より高くなっている。このため、地域ごとの民間賃金

水準の格差を踏まえ、全国共通に適用される俸給表の水準を平均４．８％

引き下げる。

一方、民間賃金が高い地域には、３％から最大１８％（現行調整手当は

最大１２％）までの地域手当を支給するとともに、転勤のある民間事業所

の賃金水準との均衡を考慮して、広域にわたる異動を行う職員に対して

は、広域異動手当を支給する。

盪　中高齢層給与の抑制（給与カーブのフラット化）

俸給表の水準を平均４．８％引き下げることとするが、中高齢層につい

ては民間の中高齢層の給与水準との均衡を考慮して更に２％程度の引下

げを行う一方で、若年層については引下げを行わないことによって、給

与カーブのフラット化を進めることとした。さらに、課長、課長補佐、

係長等のそれぞれの職務・職責の違いを重視した俸給表への転換を図る
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よう、職務の級間の俸給水準の重なりを縮減するとともに、職務の級と

役職段階との関係を再整理し、職務の級の統合、新設を行う。

蘯　勤務実績に基づく処遇の推進（勤務実績に応じた昇給制度の導入、

ボーナスへの勤務実績の反映の拡大）

現行の普通昇給では、ほとんどの職員が１年に１号俸昇給しているこ

とに加え、特別昇給についても、持ち回り的な運用になりがちであるた

め、昇給への勤務実績の反映が十分行われているとは言い難い状況と

なっている。このため、現行の俸給表の号俸を４分割することにより、

弾力的な昇給幅を確保した上で、普通昇給と特別昇給を勤務実績の評価

に基づく昇給に統合し、勤務実績を適切に反映できるよう整備を図るこ

ととした。具体的には、勤務成績が「良好」を超える区分については分

布率を設定するとともに、「良好」未満の区分についてはその判断の基

準を示すなどして、各府省において実効ある運用が行われるようにする

こととした。

また、ボーナス（勤勉手当）についても、支給額に勤務実績をより反

映し得るよう、「優秀」以上の成績区分の人員分布を拡大する。

こうした給与上の仕組みは、現在政府で検討中の新たな人事評価制度

が実施されるまでの間は、当面の措置として、現行の各府省における勤

務成績の判定手続を前提として運用することとなるが、勤務実績を的確

に反映させるためには、各府省の人事当局と職員団体等との間で十分な

話合いが行われることが望ましく、本院としても、実効性ある評価が行

われるよう、そうした取組を支援していくこととする。

盻　スタッフ職活用のための環境整備

行政の多様化、複雑・高度化に対応するため、高度の専門能力を持つ
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スペシャリストがスタッフとして活躍するとともに、在職期間の長期化

への対応の観点から、職員が専門的な能力・経験を活かしつつ多様な働

き方ができるような環境を整備することが必要である。そのため、ス

タッフ職職員の適切な給与処遇が行えるよう専門スタッフ職俸給表を新

設する。各府省においては、複線型人事管理の具体化、専門スタッフ職

にふさわしい職務の整備等、早急にその詰めを行っていく必要がある。

眈　その他の見直し

以上のほか、①これまで俸給月額の定率制としていた俸給の特別調整

額（管理職手当）の職務・職責に応じた定額化、②本府省における職務

の特殊性・困難性、人材確保の必要性に配慮した本府省手当の新設を行

う。

眇　実施時期等

盧の俸給水準の引下げは、平成１８年４月１日から実施する。俸給の引

下げについて、激変緩和措置を講ずる一方で、新たな改善措置に要する

原資を確保するため、同日から４年間、昇給幅の抑制を行う。これらの

措置により、盧から眈に示した新たな手当等は、平成２２年度までの間に

順次実施することとする。

Ⅰ　給与勧告の基本的考え方

１　給与勧告の意義と役割

給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般

の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、従来よ

り、国家公務員の給与水準の適正化に加えて、給与制度の見直しについて

も勧告を行っている。
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公務員給与については、納税者である国民の理解と納得を得る必要があ

ることから、本院が労使当事者以外の第三者の立場に立ち、官民給与の精

確な比較を基に給与勧告を行うことにより、適正な公務員給与が確保され

ている。勧告が実施され、適正な処遇を確保することは、労使関係の安定

を図ることにより、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっている。

２　民間準拠の考え方

本院は、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させ

ること（民間準拠）を基本に勧告を行っている。比較対象となる民間企業

の規模については、会社組織で働く民間従業員の過半数をカバーしている

企業規模１００人以上とするとともに、比較方法についても、単純な官民給

与の平均値によるのではなく、主な給与決定要素である役職段階、年齢、

勤務地域などを同じくする者同士を対比させ、精密に比較（ラスパイレス

方式）を行った上で、仮に公務員に労働基本権があればどのような結果と

なるのか等を念頭に置きつつ、社会経済情勢全般の動向等を踏まえながら

勧告を行ってきている。

民間準拠を基本に勧告を行う理由は、国家公務員も勤労者であり、勤務

の対価として適正な給与を確保することが必要であるが、その給与は、民

間企業と異なり、市場原理による決定が困難であることから、労使交渉等

によってその時々の経済・雇用情勢等を反映して決定される民間の給与に

準拠して定めることが最も合理的であり、職員をはじめ広く国民の理解と

納得を得られる方法であると考えられることによる。

３　公務員給与を取り巻く諸情勢
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盧　最近の賃金・雇用情勢等

ア　民間賃金指標の動向

「毎月勤労統計調査」（厚生労働省、事業所規模３０人以上）による

と、本年４月の所定内給与は、パートタイム労働者を除く一般労働者

の増加もあって、昨年４月に比べ０．８％増加している。また、所定外

給与は０．５％増加しており、これらを合わせた「きまって支給する給

与」は０．８％の増加となっている。一般労働者では、中高齢層の増加

なども影響して、所定内給与及びきまって支給する給与は、それぞれ

０．８％の増加となっている。

なお、同調査によると、本年４月の常用労働者に占めるパートタイ

ム労働者の割合は、昨年４月に比べると、０．２０ポイント減少して

２０．９３％となっている。

イ　物価・生計費

本年４月の消費者物価指数（総務省、全国）は、昨年４月と同水準

となっており、勤労者世帯の消費支出（同省「家計調査」、全国）は、

昨年４月に比べ名目３．０％の減となっている。

本院が家計調査を基礎に算定した本年４月における全国の２人世帯、

３人世帯及び４人世帯の標準生計費は、それぞれ１６６，２７０円、２０１，４２０

円及び２３６，５７０円となっている。また、「全国消費実態調査」（同省）

を基礎に算定した同月における１人世帯の標準生計費は、１２９，６５０円

となっている。

（参考資料　３　生計費関係　参照）
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ウ　雇用情勢

本年４月の完全失業率（総務省「労働力調査」）は、昨年４月の水

準を０．３ポイント下回り、４．４％（季節調整値）となっている。

また、本年４月の有効求人倍率及び新規求人倍率（厚生労働省「一

般職業紹介状況」）は、昨年４月に比べると、それぞれ０．１６ポイント、

０．１８ポイント上昇して０．９４倍（季節調整値）、１．４２倍（同）となって

いる。

盪　各方面の意見等

ア　有識者との懇話会、中小企業経営者等との意見交換等

本院は、公務員給与の改定を検討するに当たって、東京のほか全国

４０都市において有識者との懇話会、中小企業経営者等との意見交換を

行うこと等により、広く国民の意見の聴取に努めた。

各界との意見交換においては、給与構造の改革の内容や現行の官民

比較の方法について、おおむね妥当との意見が多かったが、国家公務

員は全国で同じ仕事をしているので、給与水準に地域差を設ける必要

はないのではないか、公務員の仕事を評価して、給与に反映させるこ

とは難しいのではないか等の意見も見られた。

また、本院が委嘱している「国家公務員に関するモニター」（５００人）

においては、公務員の給与を決定するに当たって重視すべき要素とし

て、「個々の職員の仕事の実績や成果」（５４．７％）、「就いている仕事の

種類や内容」（３３．８％）とする意見が高い割合となっている。

イ　公務員給与に関する要請等
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公務員給与に関して、本年６月に、政府から「人事院において、民

間企業における賃金体系の改革の動向を踏まえ、公務員の給与体系の

見直しを進める」よう、本院に対して要請が行われている。また、同

月、財政制度等審議会から「現在人事院において、地域における民間

賃金の実情をより具体的に反映し、職務・職責や実績を的確に反映す

べく、給与構造の基本的見直しが検討されている。早急にその結論を

得、具体化を図るべきである。」との意見が出された。

Ⅱ　官民の給与較差に基づく給与改定

１　官民の給与の比較

盧　職員の給与の状況

本院は、「平成１７年国家公務員給与等実態調査」を実施し、給与法適

用の常勤職員の給与の支給状況等について全数調査を行った。その結果、

本年の民間給与との比較対象である行政職俸給表鴣適用者（１６９，６９７人、

平均年齢４０．３歳）の本年４月における平均給与月額は３８２，０９２円となっ

ており、医師、刑務官等を含めた職員全体（２８９，９４９人、平均年齢４１．０

歳）では４００，９６７円となっている。

また、行政職俸給表鴣適用者の平均給与月額を組織区分別にみると、

本府省４２４，４４１円（平均年齢３９．１歳）、管区機関３９６，３４０円（同４１．３歳）、

府県単位機関３８２，２４２円（同４２．２歳）、その他の地方支分部局３５９，５０６円

（同３９．７歳）、施設等機関等３５６，３９１円（同３８．３歳）となっている。

（参考資料　１　公務員給与関係　参照）

盪　民間給与の調査
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ア　職種別民間給与実態調査

本院は、企業規模１００人以上で、かつ、事業所規模５０人以上の全国の

民間事業所約４０，０００（母集団事業所）のうちから、層化無作為抽出法

によって抽出した８，２８０の事業所を対象に、「平成１７年職種別民間給与

実態調査」を実施した。調査では、公務の行政職俸給表鴣と類似する

と認められる事務・技術関係２２職種の約２９万人及び研究員、医師等５４

職種の約６万人について、本年４月分として個々の従業員に実際に支

払われた給与月額等を実地に詳細に調査した。また、給与の抑制措置

の状況や、各企業における雇用調整の実施状況等について、本年も引

き続き調査を実施した。

なお、この職種別民間給与実態調査の対象となる事業所については、

給与改定の状況等にかかわらず無作為に抽出しており、べースアップ

の中止・ベースダウン、定期昇給の停止、賃金カットなどの給与抑制

措置を行った事業所の給与の実態も的確に把握するよう設計されてい

る。

職種別民間給与実態調査の調査完了率は、調査の重要性に対する民

間事業所の理解を得て、本年も９１．０％と極めて高く、調査結果は広く

民間事業所の給与の状況を反映したものとなっている。

イ　調査の実施結果等

本年の職種別民間給与実態調査の主な調査結果は次のとおりである。

貎ア 　本年の給与改定の状況

（初任給の状況）

新規学卒者の採用を行った事業所は、大学卒で６０．１％（昨年５９．３
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％）、高校卒で２６．９％（同２６．３％）と昨年に比べて増加しているが、

そのうち大学卒で８５．８％（同８４．１％）、高校卒で８５．８％（同８６．１％）

の事業所で、初任給は据置きとなっている。

（給与改定の状況）

別表第１に示すとおり、民間事業所においては、一般の従業員に

ついて、ベア慣行のない事業所の割合が５６．４％（昨年３７．７％）と大

幅に増加しており、ベースアップを実施した事業所の割合は２０．５％

（同２５．３％）にとどまっている。民間事業所における地域別の給与

改定の状況をみると、別表第２に示すとおり、一般の従業員につい

て、ベースアップを中止した事業所の割合は北海道・東北地域の

３０．９％から近畿地域の１８．３％までとなっており、地域別にバラツキ

が生じている。

また、別表第３に示すとおり、一般の従業員について、定期に行

われる昇給を実施した事業所の割合は７９．６％（昨年７１．０％）となっ

ており、昨年に比べて増加している。

（賃金カットの状況）

別表第４に示すとおり、賃金カットを実施した事業所は、一般の

従業員では０．８％（昨年１．３％）、課長級では１．５％（同２．２％）とな

っており、昨年に比べて減少している。

（年俸制の導入状況）

別表第５に示すとおり、年俸制を導入している事業所は、課長級
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では１８．２％（昨年１６．２％）、部長級では２２．９％（同２３．５％）となっ

ている。

貎イ 　雇用調整の実施状況

別表第６に示すとおり、民間事業所における雇用調整の実施状況

をみると、平成１７年１月以降に雇用調整を実施した事業所の割合は

３１．５％となっており、昨年（３５．３％）より減少している。雇用調整

の措置内容としては、業務の外部委託・一部職種の派遣社員等への

転換（１２．３％）、部門の整理・部門間の配転（１１．５％）、採用の停

止・抑制（１０．６％）、残業の規制（６．７％）、転籍出向（５．９％）の割

合が比較的高く、希望退職者の募集（３．２％）、正社員の解雇（１．２

％）、一時帰休・休業（０．４％）などの厳しい措置も引き続き実施さ

れている。

（参考資料　２　民間給与関係　参照）

蘯　官民給与の比較

ア　月例給

（官民給与の較差）

本院は、国家公務員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査の

結果に基づき、公務においては行政職俸給表鴣、民間においては公務

の行政職俸給表鴣と類似すると認められる職種の者について、給与決

定要素を同じくすると認められる者同士の４月分の給与額を対比させ、

精密に比較（ラスパイレス方式）を行った。その結果、別表第７に示

すとおり、公務員給与が民間給与を１，３８９円（０．３６％）上回った。
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なお、本年より、官民比較を行う給与種目について、実費弁償とし

ての性格が強まった通勤手当を比較給与種目から外し、民間における

役付手当の実態等を踏まえて俸給の特別調整額を比較給与種目に加え

ることとした。

（諸手当）

民間における家族手当の支給状況を調査した結果は、別表第８に示

すとおりであり、職員の扶養手当の現行支給額と比較すれば、職員の

扶養手当の支給額が民間の家族手当の支給額を上回っている。

イ　特別給

本院は、職種別民間給与実態調査により民間の特別給（ボーナス）

の過去１年間の支給実績を精確に把握し、これに職員の特別給（期末

手当・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っ

ている。また、民間の支給状況をより迅速に公務員給与に反映させる

ため、昨年から、民間の特別給の前年８月から当年７月までの１年間

の支給実績を調査し、その結果に基づいて官民比較を行っている。

本年の職種別民間給与実態調査の結果、昨年８月から本年７月まで

の１年間において、民間事業所で支払われた特別給は、別表第９に示

すとおり、所定内給与月額の４．４６月分に相当しており、職員の期末手

当・勤勉手当の年間の平均支給月数（４．４０月）を上回っている。

２　本年の給与の改定

盧　改定の基本方針
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前記のとおり、本年４月時点で、公務員の月例給与が民間給与を１，３８９

円（０．３６％）上回っていることが判明した。これは、大企業を中心とし

た企業収益の改善にもかかわらず、ベースアップを実施した事業所が少

なくなっていること、地域別の経済情勢は様々であり、地域別の給与改

定の状況も異なっていること、平均年齢の上昇等により国家公務員の給

与が増加したことなどによるものと考えられる。

給与勧告を通じて官民給与の精確な比較により適正な公務員給与水準

を維持・確保することは、労働基本権制約の代償措置として、これまで

各方面から強く求められているものであり、このような機能は民間の給

与水準が上がる場合だけでなく、下がる場合も同様に働くべきものであ

る。

本年においては、公務員給与が民間給与を上回ることとなったが、本

院としては、官民の給与較差の大きさ等を考慮し、これに見合うよう月

例給の引下げ改定を行うことが適当であると判断した。

月例給の改定については、基本的な給与である俸給月額の引下げ改定

を行うとともに、扶養手当を引き下げることとした。

特別給については、職種別民間給与実態調査の結果に基づき、昨年冬

と本年夏の１年間の民間の特別給の支給割合に見合うよう、０．０５月分引

き上げる必要があると判断した。

盪　改定すべき事項

ア　俸給表

（行政職俸給表鴣）

官民の給与比較を行っている行政職俸給表鴣については、官民の給
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与較差の大きさ等を考慮しつつ、すべての職務の級の俸給月額につい

て同率の引下げ改定を行うこととする。

この改定により、俸給表の俸給月額（本年４月現在平均３２８，９７６円）

は、平均１，０５４円（０．３％）の減となる。

なお、再任用職員の俸給月額についても、再任用職員以外の職員の

俸給月額の改定に準じた改定を行う。

（行政職俸給表鴣以外の俸給表）

行政職俸給表鴣以外の俸給表についても、行政職俸給表鴣との均衡

を基本に、所要の改定を行うこととする。

指定職俸給表については、従来から参考としている民間企業の役員

報酬との間の差が拡大していると認められるものの、公務部内の均衡

に配慮し、行政職俸給表鴣と同程度の引下げ改定を行う。

イ　扶養手当

民間における家族手当の支給状況をみると、配偶者及び子に対する

手当額がそれぞれ減少しているが、子を扶養する職員の家計負担の実

情を考慮して、配偶者に係る支給月額を５００円引き下げることとする。

この改定により、行政職俸給表鴣の職員の扶養手当の平均受給額

１２，１４２円は、２１４円（１．８％）の減となる。

ウ　期末手当・勤勉手当等

期末手当・勤勉手当については、昨年８月から本年７月までの１年

間における民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を
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０．０５月分引き上げ、４．４５月分とすることとする。支給月数の引上げ分

は、民間の特別給の支給状況等を参考に勤勉手当に割り振ることとし、

本年度については、１２月期の勤勉手当を引き上げ、平成１８年度以降に

おいては、６月期及び１２月期の勤勉手当が均等になるよう配分するこ

ととする。

また、指定職俸給表適用職員の期末特別手当、再任用職員の勤勉手

当及び期末特別手当、任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当に

ついても同様に支給月数を引き上げ、平成１８年度以降においては、再

任用職員の期末特別手当について期別の再配分を行うものとする。

エ　その他

医師に対する初任給調整手当について、所要の改定を行う。

委員、顧問、参与等の手当について、指定職俸給表の改定状況を踏

まえ、支給限度額に関する所要の改定を行う。

なお、俸給の月額等の引下げに伴い、調整手当など俸給の月額等を

算定基礎としている諸手当は、はね返りにより行政職俸給表鴣の職員

の場合、平均で１１８円の減となる。

蘯　改定の実施時期等

本年の官民の給与較差に基づく給与改定は、公務員の給与水準を引き

下げる内容の改定であるため、この改定を実施するための法律の規定は、

官民給与を均衡させるための所要の調整措置を講じた上、遡及すること

なく施行日からの適用とする。なお、減額改定に伴う日割計算などの事

務の複雑化を避けるため、この改定は、公布日の属する月の翌月の初日
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（公布日が月の初日であるときは、その日）から施行することとする。

なお、給与構造の改革に伴う給与改定については、Ⅲに示すとおり、平

成１８年４月１日から段階的に実施することとする。

官民給与は４月時点で比較し均衡を図ることとしており、遡及改定を

行わない場合であっても、４月からこの改定の実施の日の前日までの期

間に係る官民較差相当分を解消させる観点からの所要の調整を行うこと

が情勢適応の原則にもかなうものである。

この調整については、施行後速やかに調整が行われる必要があること、

弾力的な調整を行う場合は月例給より特別給としての期末手当が適当と

考えられることなどから、本年１２月期の期末手当の額において、本年４

月からこの改定の実施の日の前日までの間の官民較差相当分について制

度的に調整するよう所要の措置を講ずることとする。具体的には、職員

が本年４月に受けた官民比較の基礎となる給与種目の給与額の合計額に

較差の率（△０．３６％）を乗じて得た額に、本年４月からこの改定の実施

の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額と、本年６月期の特別

給に較差の率を乗じて得た額を合算した額を基にして調整を行うことと

する。

なお、俸給表の切替えに伴う調整措置としては、改定後の俸給表適用

の日前に職務の級に異動があった職員等の号俸等について逆転防止のた

めに必要な調整を行う。

盻　その他の課題

ア　特殊勤務手当の見直し

特殊勤務手当については、平成１５年の勧告時の報告において、実態
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等を精査して見直すことを表明して以来、業務の外部委託の進展等に

より手当の支給実績が極めて低いもの、技術の進歩、社会情勢の変化

等により特殊性が薄れていると考えられるものを中心に見直しを進め

ているところである。

この結果、平成１６年に６手当９業務、平成１７年に９手当１４業務の見

直しを行ったところであるが、今後も引き続き手当ごとの業務の実態

等を精査して所要の見直しを図るための検討を進めることとする。

イ　官民比較方法の見直し

官民比較における比較給与種目については、本年の官民比較より、

通勤手当を比較給与種目から外し、俸給の特別調整額を比較給与種目

に加えることとした。

また、民間企業における人事・組織形態の変化に対応できるように、

昨年来、民間企業におけるスタッフ職の従業員、非正規社員及び派遣

労働者の在職実態の調査を行ってきた。

その結果、スタッフ職の従業員については、各事業所において、官

民比較の対象となる事務・技術関係職種の従業員が、各役職段階に２

割から３割程度在職しており、また、スタッフ職の従業員は、ライン

職の従業員と同様の雇用形態にあることから、引き続き、比較対象と

する場合の要件等について検討していくこととする。一方、非正規社

員及び派遣労働者は、短期雇用を前提に、時給制が多く、諸手当の支

給割合が低いなど、雇用形態、賃金形態が常勤職員とは明確に異なっ

ていることから、官民比較の対象とすることは困難である。

官民比較の方法については、今後とも、民間企業の実態等を的確に
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把握していくほか、学識経験者の研究会を設けて、検討を行っていく

こととする。

ウ　独立行政法人等の給与水準の把握

本院は、昨年度から各主務大臣及び総務省で行っている独立行政法

人の給与水準の公表において必要な協力をしており、今年度からは、

新たに公表対象となった独立行政法人国立病院機構等並びに国立大学

法人及び大学共同利用機関法人の給与についても、国家公務員との比

較対象職種を拡大して比較指標等を作成・提供しているところである。

本院としては、専門機関として、独立行政法人等における給与水準

の在り方等の検討において、今後とも適切な協力を行うこととする。

Ⅲ　給与構造の改革

１　基本的な考え方

盧　改革の背景

戦後の公務員給与は、制度的には、職務・職責に応じた給与を支給す

ることを基本とし、成績に応じて昇給・昇格やボーナスの支給を行うも

のとしてきたが、現実には、経済成長に伴う給与水準の上昇の下、年功

的な処遇が行われてきた。

近年、長期低迷が続く経済環境の下で、民間企業では経営の合理化・

効率化が求められ、その一環として仕事や成果に応じた賃金制度を導入

する動きが広がっている。同時に、新たな事業への弾力的な人材配置の

必要などから、仕事や実績を的確に反映できる賃金制度へ改める動きも

見られる。
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公務においても、厳しい財政事情の下、職員の士気を確保しつつ、能

率的な人事管理を推進することが求められている。国家公務員の任用シ

ステムは、継続的、安定的な行政を維持するため、多様な職務経験を経

ながら職務遂行に必要な専門能力等を育成することを基本とした長期雇

用を原則とするものになっている。しかし、このような長期雇用が年功

的な給与処遇につながらないよう、年功的な給与上昇要因を抑制した給

与システムを構築するとともに、個々の職員の給与決定についても職

務・職責や勤務実績に応じた適切な給与を確保していく必要がある。

公務員給与は、職員の最も重要な勤務条件であり、その制度の基本は、

各府省人事当局、職員団体等の意見を十分聴取した上で、民間との均衡

を考慮して整備していく必要がある。また、新しい公務員給与のシステ

ムが国民の目から見て合理性・納得性を持つものとなっていることが重

要である。このため、今回の見直しに当たり、本院としては、民間企業

の賃金制度及び民間賃金の水準について十分調査・検証を行いつつ、公

務部外の有識者の意見を聴取するとともに、公務部内の関係者とも十分

意見交換を行った。

盪　改革の必要性

ア　地域における公務員給与水準の見直し

国の行政は全国各地で等しく行われていることから、その行政を担

う国家公務員の基本的な給与は全国共通の俸給表に基づいて支給され

ている。現在、国家公務員に適用されている俸給表の水準は、東京都

特別区などの高い民間賃金を含んだ全国平均の官民の給与較差に基づ

いているため、民間賃金の低い地域では公務員給与水準が民間賃金を
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上回るという状況が生ずることとなっている。全国共通に適用される

俸給表を維持する一方で、このような状況を改めるためには、地域ご

との民間賃金水準の格差を踏まえ、地域の民間賃金がより適切に反映

されるよう、俸給水準の引下げを行い、民間賃金水準が高い地域では

地域間調整を図るための手当を支給するなどの措置を講ずる必要があ

る。

イ　年功的な俸給構造の見直し

現行の俸給表は、上位の職務の級に昇格しないとしても俸給が一定

の水準まで到達するよう配慮した号俸設定が行われているため、上下

の職務の級の間における水準の重なりが極めて大きな構造となってい

る。加えて、最高号俸に達した職員も良好な勤務成績を挙げれば特別

に最高号俸を超えた俸給月額に決定し得る仕組み（いわゆる「枠外昇

給制度」）となっており、年功的な給与上昇を許容するものとなってい

る。

俸給は、生活給の側面も有しているが、基本的には職務・職責に応

じたものとして支給されるべきものである（職務給の原則）。そのた

め、職務の級間の水準の重なりの縮小、最高到達水準の引下げによる

給与カーブのフラット化、いわゆる枠外昇給制度の廃止などの措置を

講ずる必要がある。

ウ　勤務実績に基づく処遇

現行の特別昇給制度や勤勉手当制度は勤務実績を反映して行うべき

ものとされているが、成果が数字に現れにくいという公務の特性や、
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チームワークが重視される職場風土の下で、職員を評価するシステム

や技法が十分に定着してこなかった。このため、いわゆる持ち回り的

運用の指摘が行われるなど、勤務実績の給与への反映は、十分とはい

えない状況にある。

これに対しては、新たな人事評価制度を早急に構築していく必要が

あるが、それまでの間、当面、現行の各府省における給与決定のため

の勤務成績の判定の運用をより的確に行うことを前提として、新たな

人事評価制度における活用も視野に入れつつ、昇給や勤勉手当に関し、

成績判定結果を的確に反映し得る給与制度を整備しておく必要がある。

また、いわゆる枠外昇給制度の廃止も踏まえ、５５歳昇給停止措置につ

いて見直しを行う必要がある。

エ　スタッフ職活用のための環境整備

行政の多様化、複雑・高度化に対応するためには、高度の専門能力

を持つスペシャリストがスタッフとして活躍できるような環境を整備

する必要がある。

また、近年の「天下り」に対する国民の厳しい批判にこたえるとと

もに、高齢社会を踏まえた職場作りという視点に立って、現在、政府

全体として早期退職慣行の是正、在職期間の長期化への取組が進めら

れているが、高い士気の下、在職期間の長期化を進めるためには、ラ

イン職において適材適所の人事配置を推進することに加え、これまで

培ってきた専門能力をスタッフとして活用できるようにする道を拡大

するなどの複線型人事管理を導入する必要がある。現在、各府省にお

いて、複線型人事管理の具体化について検討が進められているが、本
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院としても、関係方面と連携を図りながら、そうしたスタッフ職職員

の人材確保のため、適切な給与処遇が行えるよう専門スタッフ職俸給

表を設ける必要があると考えている。

オ　その他の見直し

以上の見直しに加え、より職務・職責に応じた給与を推進するとの

観点から、これまで俸給月額の定率制としていた俸給の特別調整額

（管理職手当）について、管理職員の職務・職責に応じた定額制とす

る必要があるほか、本府省における職務の特殊性・困難性、人材確保

の必要性に配慮した本府省手当を新設する必要が認められる。

２　改革すべき事項

盧　俸給表及び俸給制度の見直し

地域の公務員給与がそれぞれの地域の民間賃金水準をより適切に反映

したものとなるよう、地域間配分を見直すこととする。

この見直しについても、役職段階、学歴、年齢などの給与決定要素を

合わせて官民の給与を比較するラスパイレス方式により行うことが適当

であり、また、サンプル数の制約等によりこの方式が技術的に可能な最

小の単位は地域ブロックであることから、官民の給与較差のマイナス幅

が最も大きい地域の結果を参考として、全国共通の俸給表の水準を引き

下げることとする。また、年功的な給与上昇を抑制し、職務・職責に応

じた給与とするため、俸給表の級構成、号俸構成及び給与カーブの是正

を行うとともに、昇給・昇格制度についても見直しを行う。
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ア　行政職俸給表鴣の見直し

貎ア 　俸給水準の是正

平成１５年、平成１６年及び平成１７年の地域別の官民の給与較差の３

年平均値を参考として、本年の改定を行った後の俸給表の水準を全

体として、平均４．８％引き下げる（平成１７年の地域別の官民の給与

較差については、別表第１０参照）。その際、中高齢層については、公

務員給与が民間給与を７％程度上回っていることを踏まえ、更に

２％程度引き下げる。一方、若年の係員層については、俸給水準の

引下げは行わないこととする。

具体的には、現行４級以上の各級について、民間水準を上回る傾

向が見られ始める３０歳代半ばの職員に適用されている号俸以上の号

俸については、４．８％の水準引下げに加え、更に最大２％程度引き

下げる。他方、現行４級・５級等の前半号俸の水準引下げを４．８％

未満に抑制する。現行１級・２級及び３級の前半号俸については、

引下げを行わない。現行３級の後半号俸については、現行４級以上

の水準引下げを踏まえ、必要最小限の引下げを行う。

貎イ 　級構成の再編

次のような級構成の見直しを行い、現行の１１級制から１０級制の級

構成とする。

①　職務・職責の同質化が進み、人事管理上も別々の職務の級とし

て存続させる必要性の少なくなった現行１級及び２級（係員級）

並びに現行４級及び５級（係長級）をそれぞれ統合する。

なお、現行１級及び２級の統合に伴い、Ⅱ種採用職員及びⅢ種

採用職員はともに新１級に決定されることとなるが、その初任給
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については、これまでと同様の号俸差を設けることとする。

②　近年、本府省課長の中には、複数の部局課の業務の調整など従

来の本府省課長の職責を上回る職務が生じてきており、これらの

職務を適正に評価するため、新たな職務の級を設ける。

貎ウ 　号俸構成等

①　現行の１号俸当たりの昇給額では額が大きく、きめ細かい勤務

実績の反映を行うことが困難であることから、現行の号俸を４分

割する。

②　現行の俸給表では、昇格しないとしても一定の水準に達するこ

とができるよう号俸設定が行われているため、上下の職務の級間

で水準の重なりが大きくなっている。職務の級間の水準の重複を

減少させるため、初任の職務の級を除く現行４級以上の各職務の

級について、いわゆる１号上位昇格制度を適用した結果、現在在

職者がいないか、在職実態が極めて少ない初号等の号俸をカット

する。

③　現時点における最高号俸を超える者の在職実態を踏まえ、枠外

在職者が極めて少ない職務の級を除き、当該職務の級における枠

外在職者の少なくとも過半数が最高号俸までの対象となるよう、

現行の３号俸に相当する範囲内で号俸の増設を行う。

貎エ 　中途採用者の初任給決定の制限の見直し

民間経歴等を有する者の初任給決定については、公務部内の長期

勤続者を優遇する観点等から、５年以内の民間経験は１年につき１

号俸とするものの、５年を超える民間経験は１．５年を１号俸換算す

ること、上位の職務の級の初号の水準を上回らないこと（いわゆる
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「初号制限」）などの制限が設けられてきた。今般の見直しでは、

有用な民間経験を持つ者の初任給を公務に直採用された者と同等に

決定することが可能となるよう、これらの制限を見直すこととする。

貎オ 　昇格時の号俸決定方法

昇格時の号俸決定は、昇格時の職務・職責の高まりを給与上評価

するものであることから、現行と同様の昇格メリットを確保すると

ともに、どの号俸からでも一定の昇格メリットを享受できるよう、

昇格前の俸給月額に対応する基幹号俸（各職務の級の初号を基点と

して４号俸ごとに置かれる号俸）の俸給月額に職務の級別に一定額

を加算した額に対応する上位の職務の級の基幹号俸に所要の号俸数

を加算した号俸の俸給月額に決定する方法に改める。具体的には、

俸給表別、職務の級別に、昇格対応号俸表を別に定めることとする。

貎カ 　級別資格基準表の取扱い

級別資格基準表については、職務の級の再編に応じて修正した上

で、昇格に当たって必要な勤務成績を総合的に判断するための期間

と位置づけて、当面存置する。なお、勤務成績が極めて優秀な場合

の必要経験年数等の特例も、当面存置する。

イ　指定職俸給表の見直し

指定職俸給表についても、行政職俸給表鴣との均衡を考慮し、その

水準を現行の行政職俸給表鴣１１級と同程度引き下げるとともに、現在

在職者がいない１号俸から３号俸までの号俸をカットする。

ウ　行政職俸給表鴣及び指定職俸給表以外の俸給表の見直し
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行政職俸給表鴣及び指定職俸給表以外の俸給表については、行政職

俸給表鴣との均衡を基本とし、各俸給表ごとに適用される各職種にお

ける運用実態を考慮して、職務の級及び号俸構成、水準是正などの見

直しを行う。

なお、行政職俸給表鴣を含め、各俸給表における級構成及び平均改定

率をまとめると、別表第１１及び別表第１２のとおりとなる。

エ　委員、顧問、参与等の手当

委員、顧問、参与等の手当については、指定職俸給表の改定状況を

踏まえ、支給限度額の引下げを行う。

オ　再任用職員の俸給月額並びに任期付研究員俸給表及び特定任期付職

員俸給表の見直し

再任用職員の俸給月額については、基本的には、当該俸給月額が設

定されている各俸給表の各職務の級ごとに、同程度の水準にある再任

用職員以外の職員の俸給月額の改定率に準じて引下げを行うが、号俸

カットにより同程度の水準にある再任用職員以外の職員の俸給月額が

なくなる場合には、号俸カット後の新初号の俸給月額とする。しかし、

その額が現行の再任用職員の俸給月額を上回る場合には、当面、現行

の俸給水準をそのまま据え置くこととする。

任期付研究員俸給表については、研究職俸給表の改定率に準じて、

特定任期付職員俸給表については、行政職俸給表鴣の改定率に準じて、

それぞれ引下げを行う。
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カ　俸給の調整額の見直し

俸給の調整額については、俸給表の水準是正との整合性を確保する

必要があり、その調整基本額は、現行の算定基礎とされている俸給表

の各職務の級の号俸（原則として中位号俸）に相当する新俸給表の各

職務の級の号俸の俸給月額の３％に相当する額とする。

盪　地域手当及び広域異動手当の新設

ア　地域手当の新設

現行の調整手当制度は、それまで物価及び生計費に着目した地域間

調整を行っていた暫定手当制度を賃金、物価及び生計費の地域差に着

目した制度に転換するため、昭和４２年に措置された。

今般の改革においては、民間賃金の地域間格差が適切に反映される

ような地域給制度を導入する必要があることから、これまでの調整手

当に替えて、物価等も踏まえつつ、主に民間賃金の高い地域に勤務す

る職員に対し、地域手当を支給することとする。

貎ア 　支給地域の指定

地域手当の支給地域の指定は、民間事業所が集積し、経済活動が

安定的、継続的に行われている地域について行う趣旨で、人口５万

人以上の市を単位として行う。また、中核的な都市が支給地域とな

る場合は、当該都市と地域の一体性が認められる市町村についても

支給地域に指定する。

貎イ 　支給区分及び手当額

民間賃金が特に高い東京都特別区の支給区分については、現行給
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与水準を維持するために必要な１８％とし、それを上限に、現行の調

整手当との連続性等を考慮して、１８％、１５％、１２％、１０％、６％及

び３％の６区分とする。また、手当額は、俸給、俸給の特別調整額

及び扶養手当の月額の合計額に支給割合を乗じて得た額とする。

貎ウ 　指定基準

俸給水準が４．８％引き下げられることを考慮して、厚生労働省の

賃金構造基本統計調査による賃金指数（全国平均１００、１０か年平

均）が９５．０以上であることを基本として、支給地域及び支給割合を

定めるものとする。調整手当支給地域（指定解除のため経過措置が

適用されている地域を除く。）のうち、当該基準を満たさない地域に

ついては、当分の間、適用することとされていた調整手当の支給割

合と同じ割合の地域手当を支給する。

（地域手当の支給地域及び支給割合については、別表第１３参照）

なお、このほか、調整手当を地域手当に改めることに伴う所要の

経過措置を講ずるものとする。

貎エ 　地域手当の特例

①　現在、成田国際空港及び中部国際空港の区域に設置されている

官署については、これらの空港が設置されている市町村に係る調

整手当の支給区分にかかわらず、移転に伴う当分の間の特例措置

としての調整手当が支給されている。

これらの大規模空港については、大都市部に設置されていたも

のが周辺地域に移転した経緯があり、大都市との一体関係がある

こと、当該移転時に多数の官署とともに相当多数の民間事業所も

移転し、当該民間事業所の賃金は空港が設置されている市町村の
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民間事業所の賃金とは異なっている等の特別の事情が認められる

ことから、これらの空港の区域に設置されている官署に在勤する

職員について、特例措置として、１５％を超えない範囲内の支給割

合による地域手当を支給する。それに伴い、当該官署から異動し

た職員については、③の特例の対象に含めることとする。

②　民間における医師の給与水準について、地方勤務者の給与水準

が高いという特性を考慮して、医療職俸給表鴣適用者等について

は、支給区分１５％以上の地域に在勤する場合を除き、在勤する地

域にかかわらず、特例措置として１５％（現行調整手当１０％）の地

域手当を支給する。

その他の官署移転の円滑な実施、移転官署の要員の確保等に資

するために設けられている現行の調整手当の特例措置は、地域手

当の特例措置として継続する。

③　公務においては、全国一律の行政サービスの提供、多様なキャ

リアを積ませることによる人材育成、昇進管理や職場の活性化と

いった人事管理上の要請、行政の相手方との癒着等の不正の防止、

へき地勤務の公平性の確保等の観点から、転勤を伴う人事異動が

かなりの頻度で行われている。

適材適所の職員配置を行うに当たり、異動後の地域手当の支給

割合が現に受けている地域手当の支給割合を下回る場合には、円

滑な異動及び適切な人材配置を確保するため、その職員が受けて

いる地域手当の支給割合を一定期間保障する必要がある。具体的

には、平成１６年に見直しを行った現行の調整手当の異動保障措置

と同様の措置として、異動後１年間の地域手当の支給割合は異動
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前の支給割合と同じ割合、２年目は１年目の支給割合の８割を特

例的に支給するものとする。

貎オ 　諸手当の算定基礎

地域手当は、民間賃金水準に合わせて俸給水準の調整を行う手当

であることから、現行の調整手当と同様に、諸手当（超過勤務手当、

期末・勤勉手当等）の算定基礎とする。

イ　広域異動手当の新設

国の行政においては、公正なサービスの提供、各官署における適正

かつ責任ある業務執行の確保等のため、相当数の職員について広域的

な異動を行う必要がある。俸給水準が民間賃金水準の低い地域の水準

を考慮して引き下げられる中で、民間において転勤のある企業（他県

に支店のある企業）の従業員の賃金水準が地域の平均的な民間賃金水

準より高いことを考慮すれば、広域異動を行った職員に対して新たに

広域異動手当を設けることが適当である。

貎ア 　支給対象

官署を異にする異動を行った職員のうち、異動前後の官署間の距

離及び異動前の住居から異動直後に在勤する官署までの間の距離が

いずれも一定以上（６０㎞以上）となる職員に支給する。

貎イ 　手当額

広域異動手当は、広域異動の日から、原則として３年以内の期間

について支給する。手当額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手

当の月額の合計額に、原則として、異動前後の官署間の距離区分に

応じて、６０㎞以上３００㎞未満の場合は３％、３００㎞以上の場合は６％
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を乗じて得た額とする。

貎ウ 　他の手当との調整

地域手当（地域手当の特例を含む。）が支給される場合には、広域

異動手当の額が地域手当の支給額を超える場合に限り、当該超える

部分の額の広域異動手当を支給する。また、特地勤務手当に準ずる

手当が支給される場合には、特地勤務手当に準ずる手当の額を一定

程度減ずることとする。

貎エ 　諸手当の算定基礎

広域異動手当は、民間賃金水準を考慮して俸給水準の調整を行う

手当であることから、現行の調整手当と同様に、諸手当（超過勤務

手当、期末・勤勉手当等）の算定基礎とする。

なお、上記ア貎エ③の地域手当の特例措置及び上記イの広域異動手当

の実施に当たっては、各府省において行われている転勤が、公務上の

必要性に基づき適切に行われるよう十分留意する必要がある。

蘯　勤務実績の給与への反映

ア　勤務成績に基づく昇給制度の導入

現在行われている特別昇給（定員の１５％以内）と普通昇給は、とも

に勤務成績が良好以上の者を対象とすることとされているが、持ち回

り的運用や一律的運用がなされる傾向にあることから、両者を統合す

るとともに、昇給の区分を５段階（Ａ～Ｅ）設けることで、職員の勤

務成績が昇給に適切に反映される仕組みとする。

貎ア 　昇給時期の統一
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昇給時期を全府省共通の年１回、１月１日に統一し、昇給のため

の勤務成績判定期間を前年の１月１日から１２月３１日までとする。

貎イ 　昇給の基準

職員を初任層、中間層及び管理職層に区分し、それぞれの職員層

ごとに、昇給区分に応じた昇給号俸数を設定する。さらに、勤務成

績が「特に良好」である場合に適用される昇給区分Ｂ以上について

は、適用される職員割合を示した分布率を運用指針として設定する

（別表第１４参照）とともに、判断に当たっての基本的考え方を示す

こととする。その際、管理職層は、それ以外の職員層よりも「良好

（標準）」の場合に適用される昇給区分Ｃの昇給号俸数を抑制する

こととする。

勤務成績が「良好（標準）」に満たない場合の昇給区分Ｄ以下につ

いては、分布率は設定せず、該当事由に関する判断基準を別に定め

ることとする。

なお、採用後の最初の昇給など勤務成績判定期間が１年に満たな

い者について、勤務成績を量的に判断する一つの基準として、１年

間のうちの実勤務期間の割合に応じて昇給号俸数を算出することが

できることとする。

あわせて、殉職、表彰等に基づく昇給については、人事管理上の

必要性を踏まえ、適切な時期に昇給が行えるよう別途措置する。

貎ウ 　枠外昇給制度の廃止等

年功的な給与制度を見直し、各職務の級における職務・職責の違

いを明確にするため、最高号俸に達した職員も良好な勤務成績を挙

げれば特別に最高号俸を超えた俸給月額に決定し得る現行のいわゆ
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る枠外昇給制度を廃止する。これに伴い、枠外俸給月額への初任給

決定が可能な仕組みについても廃止する。

貎エ 　５５歳昇給停止措置に替わる５５歳昇給抑制措置の導入

公務の中高齢層の給与は民間より高いこと、民間では年齢による

昇給停止が５割近くあったことなどから、公務でも５５歳昇給停止措

置をとってきている。今回の見直しによって、昇給制度は厳しく勤

務成績を反映させる制度に改められるとともに、中高齢層の水準を

平均引下げ率より更に２％程度引き下げ、給与カーブのフラット化

を進め、かつ、いわゆる枠外昇給制度を廃止することにより、中高

齢層の給与上昇が抑制されることとなる。このような抑制措置がと

られることに加え、勤務実績に基づく昇給制度が導入されることか

らすれば、中高齢層についても勤務実績をより適切に給与に反映さ

せるよう、年齢により一律に昇給停止させる制度は廃止することが

適当と考えられる。しかしながら、民間企業においても年齢による

昇給停止措置がある事業所の割合は、成果主義の導入等により減り

つつはあるものの、なお３割を占めていること、昇給制度について

も新たな人事評価制度が導入されない中での運用となることから、

５５歳以上の昇給についてはその昇給幅を通常の職員の半分程度に抑

制するものとする。

イ　勤勉手当への実績反映の拡大

勤勉手当について、勤務実績を支給額により反映し得るよう、本年

の勤勉手当の支給月数の引上げ分（０．０５月分）の一部（６月期、１２月

期にそれぞれ０．０１５月分）を用いて、「優秀」以上の成績区分の人員分
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布の拡大を図ることとする。また、新たに「特に優秀」及び「優秀」

の成績区分に係る人員分布率を設定する。

貎ア 　「良好（標準）」の成績率

「良好（標準）」の成績区分に係る成績率を１００分の７１（特定幹部

職員にあっては、１００分の９１）とする。

貎イ 　分布率の設定

「特に優秀」及び「優秀」の成績区分に係る人員分布率を設定す

る（別表第１５参照）。

ウ　昇格基準の見直し

昨年１２月に閣議決定された「今後の行政改革の方針」に基づいて、

現在政府及び本院を含む関係者により新たな人事評価制度の試行が検

討されており、本格的な昇格基準は新たな人事評価制度の導入を踏ま

えて改めて検討する必要がある。一方、それまでの間の暫定的な措置

として、現行制度の枠内での昇格運用の改善措置を進める。

具体的には、昇格の要件として現在運用通知で規定されている「勤

務成績が良好であること」を人事院規則で明示し、昇格に係る勤務成

績の判定に当たって次のような運用指針を定める。

①　昇格に係る勤務成績判定のための基礎資料の一つとして、勤務評

定記録書等とともに昇給及び勤勉手当に係る勤務成績の判定結果を

活用すること。

②　昇格日前１年間において、昇給及び勤勉手当に係る勤務成績の判

定基準に照らし、「良好（標準）」を下回る場合に該当するような事

実がないこと。
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エ　給与決定のための勤務成績の判定についての改善

昇給、勤勉手当における勤務成績の判定については、従来から各府

省において行われているところであるが、全般的に見ると、職員及び

管理者の双方において評価制度に対する信頼が十分でないことから、

現在の評価の在り方を見直さないまま給与に差を持ち込むことには慎

重となるところが多かった。

現在、新たな人事評価制度の構築に向けて政府全体での検討が行わ

れているが、適切な評価に基づく勤務実績の給与への反映は、能力・

実績主義の給与を一層推進し、個々の職員が高い士気を持って職務に

精励することを確保していく上での必須条件であり、その実現に向け

て今後とも着実に歩を進めていく必要がある。

今回、実績反映を一層進めるための昇給制度、勤勉手当制度の見直

しを実施することとするが、これらの運用に資するよう、新たな人事

評価制度が導入されるまでの間の措置として、現在各府省で行われて

いる判定手続をベースに、その明確化を図ることにより、各府省の勤

務成績判定の運用の実効を上げていくことが必要と考える。具体的に

は、客観的な事実の把握に基づく勤務成績の判定が適切になされるよ

う、各府省において運用体制を整備することとするとともに、各府省

における職員の勤務成績の判定を行いやすくするとの観点から、成績

上位者についての判定の尺度の例示を行うこととする。

また、標準的な勤務成績に達しないとされる場合の判定については、

新たな人事評価制度が導入されるまでの間、運用の統一性の確保の観

点から、全府省共通の判定基準を示すこととする。具体的には、①懲
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戒処分を受けた場合、②訓告・厳重注意等各府省の内規に基づく矯正

措置を受けた場合、③勤務すべき日数のうちの一定割合を勤務してい

ない場合、④無断欠勤がある場合のほか、⑤職員の勤務成績が良好で

ないことを示す客観的な事実があり、注意や指導を受けたにもかかわ

らず同様の事実が繰り返し見られた場合について、昇給区分及び勤勉

手当の成績率の適用において「良好（標準）」を下回る判定を行うこと

とする。この場合においては、具体的な事実についての適正な判断が

必要となるが、⑤に該当する事例の判断については、新たな人事評価

制度が導入されていない中での取組となるため、当分の間、各府省が

あらかじめ人事院に協議して決定することとする。

なお、昇給区分や勤勉手当の成績率の決定に関して苦情がある職員

は、人事院に対し、給与の決定に関する審査の申立てを行うことがで

きる。

盻　専門スタッフ職俸給表の新設

行政の多様化、複雑・高度化に対応するため、高度の専門能力を持つ

スペシャリストがスタッフとして活躍できる給与の枠組みを準備すると

ともに、在職期間の長期化への対応の観点から、職員が専門的な能力・

経験を活かしつつ多様な働き方ができるよう、複線型人事管理の導入に

向けての環境整備として、専門スタッフ職俸給表を新設する。

専門スタッフ職俸給表の級構成は、３級構成程度の簡素なものとし、

各職務の級の水準は、新たな行政職俸給表鴣の本府省の課長補佐級から

課長級までの給与水準に対応する水準とする。

なお、その具体化に当たっては、各府省における複線型人事管理の具
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体的な検討や、専門スタッフ職にふさわしい職務の整備と整合するよう

配慮する。

眈　俸給の特別調整額の定額化

俸給の特別調整額について、年功的な給与処遇を改め、管理職員の職

務・職責を端的に反映できるよう、民間企業において役付手当が定額化

されている実態も踏まえ、定率制から定額制に移行する。

ア　手当額

俸給の特別調整額の手当額は、俸給表別・職務の級別・支給区分別

の定額制とする。行政職俸給表鴣が適用される職員の手当額について

は、定額化実施の際の各職務の級の人員分布の中位に当たる号俸の俸

給月額に支給区分別の支給率を乗じて得た額とする。また、行政職俸

給表鴣以外の俸給表が適用される職員の手当額については、行政職俸

給表鴣との均衡を考慮して算定する。

イ　改善措置

地方機関の管理職に適用される三種から五種までの手当額について

は、超過勤務手当が支給される管理職昇任前の職員との関係、地方機

関の超過勤務手当の支給実績を考慮した改善を行った上で定額化する

（三種１７．５％（現行１６％）、四種１５％（現行１２％）、五種１２．５％（現行

１０％））。

眇　本府省手当の新設

本府省における職務の特殊性・困難性に配慮するとともに、近年、各

府省において必要な人材を本府省へ確保することが困難になっている事
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情を考慮し、本府省の課長補佐、係長及び係員を対象とした本府省手当

を新設する（これに伴い、本府省の課長補佐に対する俸給の特別調整額

（８％）は廃止する。）。

ア　支給対象

本府省手当の支給対象は、本府省内部部局等に勤務する課長補佐、

係長及び係員のうち、行政職俸給表鴣、専門行政職俸給表、税務職俸

給表、公安職俸給表鴣及び公安職俸給表鴟の各俸給表が適用されてい

る者とする。

イ　手当額

手当額は、役職段階別・職務の級別の定額制とする。行政職俸給表

鴣が適用される課長補佐（現行７級から９級）の手当額については、

本府省の課長補佐に対する俸給の特別調整額（８％）の水準（俸給の

特別調整額が地域手当の算定基礎とされることも考慮した水準）を維

持した額とし、係長以下（現行６級以下）の手当額については、手当

新設の際の各職務の級の人員分布の中位に当たる号俸の俸給月額に、

係長（現行４級から６級）、係員（現行１級から３級）別にそれぞれ一

定の割合を乗じて得た額とする。また、行政職俸給表鴣以外の俸給表

が適用される職員に対しては、当該俸給表の各職務の級に相当する行

政職俸給表鴣の職務の級の手当額を支給することとする。

ウ　諸手当の算定基礎

本府省手当は、本府省の職務の特殊性や人材確保の必要性等に配慮

した加算措置的な給与として位置づけられることから、諸手当（地域

手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等）の算定基礎とはしない。
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３　実施スケジュール

盧　基本的な考え方

今般の給与構造の改革は、俸給表の水準を平均４．８％引き下げる一方

で、その引下げ分を原資として、地域手当等の新設等を行おうとするも

のである。俸給については、最大７％程度の制度改正による引下げとな

ることから、その基本給としての性格も考慮すれば、経過措置を設けて

段階的に実施していくことが必要となる。なお、民間企業における給与

体系の見直しの実例を見ても、多くの場合急激な不利益変更をせずに何

らかの経過措置を講じつつ漸進的に見直しが行われていることも考慮す

る必要がある。

俸給表の水準の引下げは、平成１８年度から実施し、新制度の導入や手

当額の引上げについては、地域手当を平成１８年度から段階的に導入する

など、逐次実施を図り、平成２２年度までに完成させるものとする。

盪　新制度の段階的な実施方法

ア　俸給表等の実施時期と経過措置

新たな俸給表は、平成１８年４月１日から施行することとし、同日に

すべての職員の俸給月額を新俸給表に切り替える。なお、俸給表の切

替えに伴う調整措置として、改定後の俸給表の適用の日前に職務の級

に異動があった職員等の号俸等について逆転防止のために必要な調整

を行う。また、俸給の調整額の改定も、平成１８年４月１日から施行す

る。

ただし、上記盧の趣旨を踏まえ、以下の方法により段階的に実施す

る。
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①　新たな俸給表の俸給月額が平成１８年３月３１日に受けていた俸給月

額に達しない職員に対しては、経過措置として、その達するまでの

間は新たな俸給月額に加え、新旧俸給月額の差額を支給する（差額

を加えた額を俸給とする。）。

②　職員の昇給について、平成１８年度から平成２１年度までの間は、昇

給幅を１号俸抑制する。

③　俸給の調整額について、新たな俸給の調整額が平成１８年３月３１日

に受けていた俸給の調整額（同日において、人事院規則９－６－２５

附則に定める額を受けていた職員にあっては、当該附則の適用がな

いものとした場合の額）に達しない職員に対しては、平成１９年４月

１日から一定割合を減じる方法による経過措置を適用する。

イ　手当の新設等の実施方法

新たな俸給表を段階的に導入していくことに伴い、全体の給与水準

との均衡に配慮しつつ、地域間給与の在り方に関わる手当が先行して

導入されるよう、諸手当の改定等についても段階的に実施する。

①　地域手当は、平成１８年度から段階的に実施し、平成２２年度に完成

させるものとする。その間の手当額は、人事院規則で定める暫定的

な支給割合を乗じて得た額とする。

②　広域異動手当は、平成１９年度から２段階に分けて導入し、俸給の

特別調整額の定額化は平成１９年度から実施するものとする。定額化

後の俸給の特別調整額が平成１９年３月３１日に受けていた俸給の特別

調整額に達しない職員に対しては、同年４月１日から一定割合を減

じる方法による経過措置を適用する。
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専門スタッフ職俸給表及び本府省手当の新設については、給与構

造の改革の段階的導入期間である平成２２年度までの間に実施するも

のとして準備を進めていくこととする。

なお、これらの改定については、実施年の前年の給与勧告におい

て、その時点における職員の在職状況や民間企業の動向等を踏まえ、

制度及び手当額について報告及び勧告を行う。

ウ　給与への勤務実績反映の実施方法

新たな昇給制度は、平成１８年４月１日から実施する。この場合、新

制度による最初の昇給は、平成１８年４月１日から同年１２月３１日までを

勤務成績判定期間として、平成１９年１月１日に行う。

勤勉手当の勤務実績反映の拡大については、平成１８年の６月期の勤

勉手当から実施する。

昇格運用の見直しに係る措置については、平成１９年１月１日の昇給

の結果や平成１８年の６月期及び１２月期の勤勉手当の結果も参考にしつ

つ、平成１９年４月１日から実施する。

新たな昇給制度における勤務成績の判定に係る改善措置等の活用は、

平成１８年４月１日から管理職層について先行して行い、引き続きその

他の職員について行う。

なお、今後、新たな人事評価制度が導入されることとなった場合に

は、必要に応じ、これらの運用等について見直しを行うこととする。

４　平成１８年度から実施すべき事項

前記３で述べたスケジュールを踏まえ、前記２の給与構造の改革の全体
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像のうち、平成１８年度から実施すべき事項をまとめると、以下のとおりで

ある。

盧　俸給表等の改定

ア　行政職俸給表鴣

行政職俸給表鴣については、現行の１級及び２級並びに４級及び５

級を統合するとともに、１０級を新設し、従来の１１級構成の俸給表を１０

級構成の俸給表とする。また、号俸を４分割し、初号等をカットする

など号俸構成を変更する。さらに、俸給月額について、全体を平均４．８

％引き下げるとともに、中高齢層が適用される俸給月額を更に２％程

度引き下げ、給与カーブのフラット化を行う。

イ　指定職俸給表

指定職俸給表についても、行政職俸給表鴣との均衡を考慮し、その

水準を現行の行政職俸給表鴣１１級と同程度引き下げるなど所要の改定

を行う。

ウ　行政職俸給表鴣及び指定職俸給表以外の俸給表

行政職俸給表鴣及び指定職俸給表以外の俸給表についても、それぞ

れの俸給表の特殊性を踏まえつつ、行政職俸給表鴣との均衡を基本に、

級構成、号俸構成及び俸給月額について所要の改定を行う。

エ　委員、顧問、参与等の手当

委員、顧問、参与等の手当については、指定職俸給表の改定状況を
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踏まえ、支給限度額に関する所要の改定を行う。

オ　再任用者の俸給月額並びに任期付研究員俸給表及び特定任期付職員

俸給表

再任用者の俸給月額並びに任期付研究員俸給表及び特定任期付職員

俸給表の俸給月額についても、行政職俸給表鴣等関係俸給表との均衡

を基本に、俸給月額について所要の改定を行う。

カ　俸給の調整額

俸給の調整額の調整基本額は、現行の算定基礎とされている俸給表

の各職務の級の号俸（原則として中位号俸）に相当する新俸給表の各

職務の級の号俸の俸給月額の３％に相当する額とする。

盪　地域手当の新設

現行の調整手当に替えて、民間賃金が高い地域に在勤する職員に対し、

地域手当を支給する。現行の調整手当の特例措置のうち、現在成田国際

空港等に適用されている一般職の職員の給与に関する法律第１１条の５の

規定は、設置に特別の事情がある空港区域についての特例措置に改める。

その他の現行の調整手当の特例措置（同法第１１条の４、第１１条の６、第

１１条の７）は、地域手当においても同様に設ける。

蘯　昇給制度及び勤勉手当制度等の改定

ア　昇給制度の改定

現行の号俸を４分割し、普通昇給と特別昇給を統合する。人事院規
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則で定める日（１月１日）に過去１年間を良好な成績で勤務した場合

は、４号俸（管理職層は３号俸）昇給するものとする。ただし、５５歳

以上の職員が良好な成績で勤務した場合は２号俸昇給するものとする。

また、現行のいわゆる枠外昇給制度を廃止する。

イ　勤勉手当制度の改定

６月期及び１２月期の勤勉手当の「良好（標準）」の成績区分に係る成

績率を１００分の７１（特定幹部職員にあっては、１００分の９１）とするとと

もに、「優秀」以上の成績区分の人員分布の拡大を図ることとする。

また、新たに「特に優秀」及び「優秀」の成績区分に係る人員分布率

を設定する。

ウ　昇格時の号俸決定方式の改定

初任の職務の級を除く職務の級への昇格時の号俸決定について、い

わゆる１号上位昇格制度を廃止し、どの号俸からの昇格でも一定の昇

格メリットが生ずるように改める。

盻　実施時期及び段階的導入期間の特例措置

ア　実施時期

上記盧～蘯の改定は、平成１８年４月１日から実施する。

イ　段階的導入期間の特例措置

貎ア 　俸給月額

新たな俸給表の俸給月額が平成１８年３月３１日に受けていた俸給月
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額に達しない職員に対しては、経過措置としてその差額を支給する。

貎イ 　俸給の調整額

新たな俸給の調整額が平成１８年３月３１日に受けていた俸給の調整

額（同日において、人事院規則９－６－２５附則に定める額を受けて

いた職員にあっては、当該附則の適用がないものとした場合の額）

に達しない職員に対しては、平成１９年４月１日から一定割合を減じ

る方法による経過措置を適用する。

貎ウ 　昇給制度

平成１９年１月１日、平成２０年１月１日、平成２１年１月１日及び平

成２２年１月１日の昇給について、勤務成績良好者の昇給号俸数を３

号俸（管理職層にあっては２号俸）とするなど、昇給号俸数を通常

より１号俸ずつ抑制する。ただし、平成１９年１月１日の昇給につい

ては、勤務成績判定期間が１年に満たない９か月となることから、

勤務成績良好者の昇給号俸数を２号俸（管理職層にあっては１号

俸）とする。

貎エ 　地域手当

平成１８年４月１日から平成２２年３月３１日までの間の地域手当は、

人事院規則で定める暫定的な支給割合を乗じて得た額とする。なお、

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの間の支給割合を示す

と、別表第１６のとおりである。

貎オ 　委員、顧問、参与等の手当

新たな手当額が平成１８年３月３１日に受けている手当額に達しない

委員、顧問、参与等に対しては、その委嘱期間が満了するまでの間、

当該手当額を経過措置として支給する。
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５　今後の進め方等

給与構造の改革は、職員全員に影響が及ぶ広範囲なものであり、かつ、

見直しには相応の期間も必要とする。この改革を円滑かつ着実に進めるた

めには、各府省、職員団体をはじめとする関係者の改革に向けての前向き

な努力が求められる。本院としても、給与構造の改革の諸施策について、

制度及び運用の両面で公務に定着し、国民の理解が得られる公務員給与の

仕組みとなるよう、全力を挙げて取り組んでいきたいと考えている。

Ⅳ　給与勧告実施の要請

人事院の給与勧告制度は、労働基本権を制約されている公務員の適正な処

遇を確保するため、情勢適応の原則に基づき公務員の給与水準を民間の給与

水準に合わせるものとして、国民の理解と支持を得て、公務員給与の決定方

式として定着している。

公務員は、離島やへき地を含め全国津々浦々で、国民生活の維持・向上、

生命・財産の安全確保等の職務に精励している。特に、近年は行政ニーズが

増大するとともに複雑化する中で、個々の職員が高い士気をもって困難な仕

事に立ち向かうことが求められており、公務員給与は、そのような職員の努

力や実績に的確に報いていく必要がある。

本年の勧告は、官民の給与較差を解消するための月例給の引下げと特別給

の支給月数の引上げに加えて、従来から課題とされてきた給与構造の改革に

ついて、俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な見直しを行うことを内

容とするものとなった。

民間準拠により公務員給与を決定する仕組みは、長期的視点から見ると、
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公務員に対し国民から支持される納得性の高い給与水準を保障し、前述のよ

うな職員の努力や実績に報いるとともに、人材の確保や労使関係の安定など

を通じて、行政運営の安定に寄与するものである。

国会及び内閣におかれては、このような人事院勧告制度の意義や役割に深

い理解を示され、別紙第２の勧告どおり実施されるよう要請する。
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別表第１　民間における給与改定の状況
（単位：％）

ベア慣行なしベースダウンベースアップ中止ベースアップ実施
　　　　項目
役職　　　　
段階　　　　

５６．４０．８２２．３２０．５係 員

６５．００．８１８．３１５．９課 長 級

別表第２　民間における地域別の給与改定の状況（係員）
（単位：％）

ベア慣行なしベースダウンベースアップ中止ベースアップ実施
　　　　　　　項目
　　　　　　　
地域　　　　　　　

４６．５０．７３０．９２１．９北 海 道 ・ 東 北

５８．２０．８２２．３１８．７関 東 甲 信 越

６２．５０．５２１．２１５．８東 京 都

５５．２０．９２０．３２３．６中 部

５８．００．５１８．３２３．２近 畿

５４．５１．０２６．２１８．３中 国 ・ 四 国

５７．５１．１２０．５２０．９九 州 ・ 沖 縄

（注）各地域に含まれる都道府県は、次のとおりである。（別表第１０について同じ。）
　　　「北海道・東北」…北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
　　　「関東甲信越」……茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、
　　　　　　　　　　　 長野県
　　　「中部」……………富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　　「近畿」……………滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　　「中国・四国」……鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
　　　「九州・沖縄」……福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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別表第４　民間における賃金カットの実施状況
（単位：％）

賃金カットを実施した事業所
における平均カット率　　　賃金カットを実施した事業所

　　　　項目
役職　　　　
段階　　　　

５．１０．８係 員

６．１１．５課 長 級

（注）　「所定内給与又は基本給」に対する賃金カットの実施状況である。

別表第３　民間における定期昇給の実施状況
（単位：％）

定期昇給
制度なし

定期昇給
制度あり

　　　　項目

役職　　　　
段階　　　　

定期昇給
停　　止

定期昇給実施　　　　　　　　　　　　　　

変化なし減　額増　額

１５．６４．８３４．６７．０３８．０７９．６８４．４係 員

３８．５４．１２６．０５．２２６．２５７．４６１．５課 長 級

（注）ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計した。

別表第５　民間における年俸制の導入状況
（単位：％）

年俸制を実施していない事業所年俸制を実施している事業所
　　　　項目
役職　　　　
段階　　　　

８１．８１８．２課 長 級

７７．１２２．９部 長 級



―  51 ―

別表第７　官民給与の較差

官民給与の較差
①－②

公 務 員 給 与民 間 給 与

△１，３８９円

（△０．３６％）

３８２，０９２円

②

３８０，７０３円

①

（注）官民ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

別表第６　民間における雇用調整の実施状況
（単位：％）

実施事業所割合項　　　　　　　　　目

１０．６採用の停止・抑制

１１．５部門の整理・部門間の配転

１２．３業務の外部委託・一部職種の派遣社員等への転換

５．９転籍出向

０．４一時帰休・休業

６．７残業の規制

３．２希望退職者の募集

１．２正社員の解雇

３１．５計

（注）平成１７年１月以降の実施状況である。

①　－　②　
②　

１００　×　



―  52 ―

別表第９　民間における特別給の支給状況

技能・労務等従業員事務・技術等従業員　　　　　　　　　　　　　　区　　　分
項　　　目　　　　　　　　　　　　　　

円
２８１，５１４

２８１，２７１

円
３６２，１９６

３６３，０９７

下半期（ A 1）

上半期（ A 2）
平均所定内給与月額

円
５５４，９１０

５５６，０７１

円
８０６，５８２

８１２，７３０

下半期（ B1）

上半期（ B2）
特 別 給 の 支 給 額

月分
１．９７

１．９８

月分
２．２３

２．２４

下半期（　 ）　
上 半 期（　 ）

特別給の支給割合

４．４６月分年　　間　　の　　平　　均

（注）１　下半期とは平成１６年８月から平成１７年１月まで、上半期とは同年２月から７月までの期間をいう。
　　　２　年間の平均は、特別給の支給割合を公務員の人員構成に合わせて求めたものである。
　備　考　公務員の場合、現行の年間支給月数は、平均で４．４０月である。

B1

A 1

B2

A 2

別表第８　民間における家族手当の支給状況

支 給 月 額扶 養 家 族 の 構 成

１２，７４３円配 偶 者

１８，７９０円配 偶 者 と 子 １ 人

２４，３４２円配 偶 者 と 子 ２ 人

（注）１　家族手当の支給につき配偶者の収入に対する制限がある事業所を対象とした。
　　　２　支給月額は、家族手当が平成１５年以降改定された事業所について算出した。
　備　考　公務員の場合、扶養手当の現行支給月額は、配偶者については１３，５００円、配偶者以外については、１

人目及び２人目それぞれ６，０００円である。なお、満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子がいる
場合は、当該子１人につき５，０００円が加算される。
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別表第１０　地域別官民給与の較差（平成１７年）

官民給与の較差公 務 員 給 与民 間 給 与地　　　　域

△０．３６％３８２，０９２円３８０，７０３円全 国

△４．７３％３６６，８３０円３４９，４８６円北 海 道 ・ 東 北

０．０１％３９４，７１９円３９４，７５８円関 東 甲 信 越

０．５４％４１０，２８３円４１２，５１３円東 京 都

０．７３％３７５，５１５円３７８，２６９円中 部

△０．６９％３８０，０３８円３７７，４２３円近 畿

△４．２７％３６９，６９２円３５３，９０３円中 国 ・ 四 国

△４．４２％３７３，９６６円３５７，４３７円九 州 ・ 沖 縄

別表第１１　各俸給表の級構成の再編

級 構 成 の 再 編 の 内 容俸 給 表

現行１級・２級及び４級・５級の統合。１０級の新設。
（１１級制→１０級制）行 政 職 俸 給 表 鴣

現行３級・４級の統合。（６級制→５級制）行 政 職 俸 給 表 鴟

８級の新設。（７級制→８級制）専 門 行 政 職 俸 給 表

現行１級・２級及び４級・５級の統合。１０級の新設。
（１１級制→１０級制）税 務 職 俸 給 表

現行２級・特２級及び４級・５級の統合。１１級の新設。
（１２級制→１１級制）公 安 職 俸 給 表 鴣

現行１級・２級及び４級・５級の統合。１０級の新設。
（１１級制→１０級制）公 安 職 俸 給 表 鴟

５級の新設。（４級制→５級制）教 育 職 俸 給 表 鴣

６級の新設。（５級制→６級制）研 究 職 俸 給 表

５級の新設。（４級制→５級制）医 療 職 俸 給 表 鴣

（注）海事職俸給表鴣・鴟、教育職俸給表鴟、医療職俸給表鴟・鵄、福祉職俸給表については、級の再編は行わ
　　ない。
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別表第１２　各俸給表の平均改定率

平 均 改 定 率俸　 給　 表平 均 改 定 率俸　 給　 表

△５．４％教 育 職 俸 給 表 鴣△４．８％行 政 職 俸 給 表 鴣

△５．１％教 育 職 俸 給 表 鴟△１．２％行 政 職 俸 給 表 鴟

△５．３％研 究 職 俸 給 表△５．３％専門行政職俸給表

△５．２％医 療 職 俸 給 表 鴣△５．４％税 務 職 俸 給 表

△３．７％医 療 職 俸 給 表 鴟△４．９％公 安 職 俸 給 表 鴣

△３．０％医 療 職 俸 給 表 鵄△４．６％公 安 職 俸 給 表 鴟

△４．３％福 祉 職 俸 給 表△４．９％海 事 職 俸 給 表 鴣

△６．７％指 定 職 俸 給 表△２．０％海 事 職 俸 給 表 鴟

（注）いずれも現行の在職実態に基づく平均改定率である。
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別表第13 地域手当の支給地域及び支給割合

級 地 ・
都道府県 市 町 村 名 等

支給地域

１ 級 地 東 京 都 特別区
〔１８％〕

２ 級 地 茨 城 県 取手市
〔１５％〕 埼 玉 県 和光市
（２０市） 千 葉 県 成田市、印西市

東 京 都 武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、清瀬
市、多摩市、稲城市、西東京市

神奈川県 鎌倉市、厚木市
大 阪 府 大阪市、守口市、門真市
兵 庫 県 屋市

３ 級 地 茨 城 県 つくば市
〔１２％〕 埼 玉 県 さいたま市、志木市
（２７市） 千 葉 県 船橋市、浦安市、袖ケ浦市

東 京 都 八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平市、日野市
神奈川県 横浜市、川崎市、海老名市
愛 知 県 名古屋市、刈谷市、豊田市
大 阪 府 吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、高石市
兵 庫 県 西宮市、宝塚市
奈 良 県 天理市

４ 級 地 茨 城 県 水戸市、土浦市、守谷市
〔１０％〕 埼 玉 県 狭山市、鶴ヶ島市
（３７市） 千 葉 県 千葉市、市川市、松戸市、富津市、四街道市

東 京 都 三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野市
神奈川県 横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市
愛 知 県 豊明市
三 重 県 鈴鹿市
滋 賀 県 大津市、草津市
京 都 府 京都市
大 阪 府 堺市、豊中市、池田市、枚方市、茨木市、八尾市、東大阪市
兵 庫 県 神戸市、尼崎市
奈 良 県 奈良市、大和郡山市
広 島 県 広島市
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福 岡 県 福岡市

５ 級 地 宮 城 県 仙台市
〔６％〕 茨 城 県 日立市、古河市、牛久市、ひたちなか市
５５市 栃 木 県 宇都宮市
１町 埼 玉 県 川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、

越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、三郷市
千 葉 県 茂原市、佐倉市、柏市、市原市、白井市
神奈川県 平塚市、秦野市、三浦郡葉山町
山 梨 県 甲府市
静 岡 県 静岡市、沼津市、御殿場市
愛 知 県 瀬戸市、碧南市、西尾市、大府市、知多市
三 重 県 津市、四日市市
滋 賀 県 守山市
京 都 府 宇治市、亀岡市、京田辺市
大 阪 府 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野

市、和泉市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市
兵 庫 県 伊丹市、三田市
奈 良 県 大和高田市、橿原市、生駒市

６ 級 地 北 海 道 札幌市
〔３％〕 宮 城 県 名取市、多賀城市
８７市 茨 城 県 龍ケ崎市、筑西市
２１町 栃 木 県 鹿沼市、小山市、大田原市

群 馬 県 前橋市、高崎市、太田市
埼 玉 県 熊谷市、春日部市、鴻巣市、上尾市、草加市、久喜市、坂戸市、

比企郡鳩山町、北埼玉郡北川辺町、北 飾郡栗橋町、北 飾郡
杉戸町、北 飾郡庄和町

千 葉 県 野田市、東金市、流山市、八街市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町
東 京 都 武蔵村山市
神奈川県 小田原市、三浦市
富 山 県 富山市
石 川 県 金沢市
福 井 県 福井市
長 野 県 長野市、松本市、諏訪市
岐 阜 県 岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市
静 岡 県 浜松市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、

袋井市
愛 知 県 豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、津島市、安城市、

犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、知立市、愛西市、愛
知郡長久手町、西春日井郡豊山町、海部郡弥富町、西加茂郡三好
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町
三 重 県 桑名市、名張市、伊賀市
滋 賀 県 彦根市、長浜市
京 都 府 向日市、相楽郡木津町
大 阪 府 柏原市、泉南市、四條畷市、交野市、阪南市、泉南郡熊取町、泉

南郡田尻町、南河内郡太子町
兵 庫 県 姫路市、明石市、加古川市、三木市
奈 良 県 桜井市、香芝市、生駒郡斑鳩町、北 城郡王寺町
和歌山県 和歌山市、橋本市
岡 山 県 岡山市
広 島 県 廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町
山 口 県 周南市
香 川 県 高松市
福 岡 県 北九州市、筑紫野市、春日市、太宰府市、前原市、福津市、糟屋

郡宇美町、糟屋郡粕屋町
長 崎 県 長崎市

（注）１ 本表は平成17年４月１日現在の地域を表示しており、実際の指定は地域手当施行日（平成18年４月１日予

定）現在の地域による。

２ 上記のほか、次の地域に在勤する職員については、経過措置としての地域手当（１％）が平成20年３月31日

まで支給される。

・北海道：小 市

・静岡県：熱海市、伊東市

・山口県：下関市

・福岡県：久留米市、飯塚市

３ 岸和田市に在勤する職員については上記の支給割合のほか、経過措置としての地域手当（平成19年３月31日

まで：２％、平成20年３月31日まで：１％）が支給される。

４ 北九州市に在勤する職員については上記の支給割合のほか、経過措置としての地域手当（１％）が平成20年

３月31日まで支給される。
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別表第１４　行政職俸給表鴣における職員層別の昇給区分ごとの人員分布率

ＥＤＣＢＡ昇給区分

昇給なし２号俸４号俸６号俸８号俸以上昇　給　幅

２０％
（「Ａ」　　５％以内）

初　任　層
（～新２級）

２０％５％
中　間　層
（新３～６級）

昇給なし２号俸３号俸６号俸８号俸以上昇　給　幅

３０％１０％
管 理 職 層
（新７級～）

（注）行政職俸給表鴣以外の俸給表については、行政職俸給表鴣との均衡を考慮して設定する。

【職員の昇給区分を決定する際の基準】
Ａ　職員の勤務成績が極めて良好であること、及びこの昇給区分に決定される職員の占め
る割合が上記の人事院が定める分布率におおむね一致していること
Ｂ　職員の勤務成績が特に良好であること、及びこの昇給区分に決定される職員の占める
割合が上記の人事院が定める分布率におおむね一致していること
Ｃ　職員の勤務成績が良好であること
Ｄ　職員の勤務成績がやや良好でないものとして人事院の定める場合
Ｅ　職員の勤務成績が良好でないものとして人事院の定める場合

ただし、上記Ｄ及びＥには、病気休暇、育児休業等により勤務成績判定期間の６分の１
（Ｅの場合は２分の１）に相当する期間の勤務成績を欠く場合を含むものとする。

別表第１５　勤勉手当の成績区分ごとの人員分布率

（特定幹部職員）（特定幹部職員以外の職員）

人員分布率成　績　率成績区分人員分布率成　績　率成績区分

３％以上
（５％程度）

１８５/１００以下
１１１/１００以上特に優秀５％以上

（１０％程度）
１４５/１００以下
８６/１００以上特に優秀

２５％以上
（３０％程度）

１１１/１００未満
１０１/１００以上優 秀２５％以上

（３０％程度）
　８６/１００未満
７８．５/１００以上優　秀

　９１/１００良 好
（標準）　７１/１００良 好

（標準）

　９１/１００未満
良 好
（標準）
未 満

　７１/１００未満
良 好
（標準）
未 満
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別表第１６　平成１８年度の地域手当の級地別支給割合

平成１８年３月３１日
の調整手当の支給割合

平成１８年度の
地域手当の支給割合改定幅級　　地

（支給割合）

１２１３６１　級　地
（１８％）

　１０※　１１※　５※２　級　地
（１５％）

３５１２

０３１５

１０１１２３　級　地
（１２％）

９１０３

６７６

３４９

０２１２

１０１００４　級　地
（１０％）

９１０１

６７４

３４７

０２１０

６６０５　級　地
（６％）

３４３

０１６

３３０６　級　地
（３％）

２３１

０１３

（注）１　「改定幅」は、地域手当の級地の支給割合と平成１８年３月３１日の調整手当の支給割合の差を示す。
　　　２　２級地の欄中の※印は、医師等に係る地域手当の特例措置における改定幅、支給割合を含む。


